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　1．議決事項

（１）金融政策決定会合関係

◆･金融市場調節方針の決定および「当面の金融政策運営につい
て」の公表に関する件（12月20・21日）

　本委員会は、平成23年12月20・21日の金融政策決定会合において、次回金融

政策決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすること、および当面

の金融政策運営について別紙のとおり公表することを決定した。

記

　無担保コールレート（オーバーナイト物）を、0〜0.1％程度で

推移するよう促す。
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◆･「カナダドル資金供給オペレーション基本要領」の制定等に関
する件（12月20・21日)

　本委員会は、平成23年12月20・21日の金融政策決定会合において、最近にお

ける国際短期金融市場の状況と、これが円の金融市場の流動性に及ぼし得る影

響に鑑み、金融調節の一層の円滑化を図るとともに、金融市場の円滑な機能の

維持および安定性の確保に資するため、下記の諸措置を講ずることを決定した。

記

1．「カナダドル資金供給オペレーション基本要領」を別紙1．のとおり制定する

こと。

2．「カナダドル資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」を

別紙2．のとおり制定すること。

3．（1 ）カナダ銀行からカナダドル資金を調達するため、同行との間で、別紙3．
の要綱に基づく外国為替の売買（以下「スワップ取引」という。）にかか

る取極（以下「スワップ取極」という。）を締結すること。

　　（2 ）カナダ銀行に対して円資金を提供するため、同行との間で、別紙4．の

要綱に基づくスワップ取極を締結すること。

4．「英ポンド資金供給オペレーション基本要領」を別紙5．のとおり制定する 

こと。

5．「英ポンド資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」を別

紙6．のとおり制定すること。

6．（1 ）イングランド銀行から英ポンド資金を調達するため、同行との間で、

別紙7．の要綱に基づくスワップ取極を締結すること。

　　（2 ）イングランド銀行に対して円資金を提供するため、同行との間で、別

紙8．の要綱に基づくスワップ取極を締結すること。

7．「ユーロ資金供給オペレーション基本要領」を別紙9．のとおり制定すること。

8．「ユーロ資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」を別紙

10．のとおり制定すること。

9．（1 ）欧州中央銀行からユーロ資金を調達するため、同行との間で、別紙11．
の要綱に基づくスワップ取極を締結すること。

　　（2 ）欧州中央銀行に対して円資金を提供するため、同行との間で、別紙12．
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の要綱に基づくスワップ取極を締結すること。

10．「スイスフラン資金供給オペレーション基本要領」を別紙13．のとおり制定

すること。

11．「スイスフラン資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」

を別紙14．のとおり制定すること。

12．（1 ）スイス国民銀行からスイスフラン資金を調達するため、同行との間で、

別紙15．の要綱に基づくスワップ取極を締結すること。

　　（2 ）スイス国民銀行に対して円資金を提供するため、同行との間で、別紙

16．の要綱に基づくスワップ取極を締結すること。

13． ニューヨーク連邦準備銀行に対して円資金を提供するため、同行との間で、

別紙17．の要綱に基づくスワップ取極を締結すること。

14．（1 ）3．、6．、9．、12．および13．のスワップ取極に基づき本行が取得する 

カナダドル、英ポンド、ユーロ、スイスフランおよび米ドル建て資産お

よび負債の期末における邦貨への換算については、会計規程（平成10年
10月9日決定）注1）第15条の定めにかかわらず、スワップ取引に適用する

外国為替相場を用いて行うこと。

　　（2 ）スワップ取引の具体的な条件については、総裁が決定し、遅滞なく政

策委員会に報告すること。

　

注1 ）　「会計規程」の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆･金融政策決定会合の議事要旨（2011年11月15・16日開催分お
よび2011年11月30日開催分）に関する件（12月20・21日）

　本委員会は、平成23年12月20・21日の金融政策決定会合において、金融政策

決定会合の議事要旨（2011年11月15・16日開催分および2011年11月30日開催 

分）注2）を承認した。

　

注2 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（12月27日公表）。
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◆･2012年1月から12月の金融政策決定会合の開催予定日に関する
件（12月20・21日）

　本委員会は、平成23年12月20・21日の金融政策決定会合において、2012年1月
から12月の金融政策決定会合の開催予定日を別紙のとおりとすることを承認し

た。
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（２）通常会合関係

◆･「本行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基
準等の件」の一部改正等に関する件（12月13日）

　本委員会は、平成23年12月13日、当座預金取引または貸出取引の相手方に関

する選定等を適切に行う観点から、「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の

相手方に関する選定基準」（平成10年6月23日決定）注3）を別紙1のとおり、「国債

振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者およ

び外国間接参加者の承認基準」（平成15年1月7日決定）注4）を別紙2のとおり、ま

た、「代理店の設置等に関する基本要領」（平成12年6月30日決定）注5）を別紙3の
とおり一部改正し、同日より実施することを決定した。

　

注3 ）　「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」の全文につ

いては、インターネット・ホームページをご参照ください。

注4 ）　「国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者お

よび外国間接参加者の承認基準」の全文については、インターネット・ホームページ

をご参照ください。

注5 ）　「代理店の設置等に関する基本要領」の全文については、インターネット・ホーム

ページをご参照ください。
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◆･政策委員会月報（平成23年11月）に関する件（12月16日）

　本委員会は、平成23年12月16日、政策委員会月報（平成23年11月）を承認し

た。
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◆･平成24年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えの
ための引受けならびに平成23年度および平成24年度における
国債買入消却への対応に関する件（12月22日）

　本委員会は、平成23年12月22日、平成24年度中に償還期限の到来する本行保

有国債の借換えのための引受けならびに平成23年度および平成24年度における

国債買入消却への対応に関して、下記のとおり決定した。

記

1． 平成24年度中に償還期限の到来する本行保有国債（以下「償還期限到来国

債」という。）の借換えのための引受け（以下「借換引受け」という。）にか

かる取扱いについて、「対政府取引に関する基本要領」（平成11年3月26日決

定）注6）2．の規定に基づき、次のとおり定めること。

　（1 ）償還期限到来国債（ただし、資産買入等の基金における買入残高分を除

く。以下同じ。）のうち、利付国債額面総額16兆7,000億円については、割

引短期国債をもって、借換引受けを行うこと。

　（2 ）　償還期限到来国債のうち、「平成23年度中に償還期限の到来する本行保有

国債の借換えのための引受けおよび平成23年度における国債買入消却への

対応に関する件」（平成22年12月22日決定）注7）1．に基づき借換引受けを

行った割引短期国債については、償還期限到来国債である利付国債の額面

総額が（1）に定める金額を下回ることになると認められる場合に限り、当

該差額につき、割引短期国債をもって、借換引受けを行うこと。

　（3）　（2）の借換引受けの要否については、総裁が決定すること。

　

注6 ）　「対政府取引に関する基本要領」の全文については、インターネット・ホームペー

ジをご参照ください。

注7 ）　「平成23年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けおよび

平成23年度における国債買入消却への対応に関する件」の全文については、インター

ネット・ホームページをご参照ください。
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2． 平成23年度中において財政投融資特別会計が行う買入消却に応じるための

本行保有国債の売却について、売却金額の上限を額面総額2,000億円から4,102
億円に増額することとし、「平成23年度において財政投融資特別会計が行う買

入消却に現金を対価として応じるための国債売却実施要領」（平成22年12月22
日決定）を別紙1のとおり一部改正すること。

3． 平成24年度中に財政投融資特別会計が国債整理基金特別会計を通じて行う

財政投融資特別会計国債の買入消却において、本行保有国債に関し、次のと

おり取扱うこと。

　（1 ）本行保有国債額面総額2,000億円を上限に、現金を対価として買入消却に

応じ得る扱いとすること。

　（2 ）（1）の国債買入消却への対応方針に基づき、「平成24年度において財政投

融資特別会計が行う買入消却に現金を対価として応じるための国債売却実

施要領」を別紙2のとおり制定すること。
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　2．報告事項

●企業物価指数の2010年基準改定に関する最終案（調査統計局）注）

●平成23年度上期中の本行保有外貨資産の運用状況等（国際局）

●2012年度IT投資計画の策定状況（システム情報局）

●取引先国内証券会社の最近の動向（金融機構局）

●金融機関の業務運営動向とリスクの状況（金融機構局）

●新日銀ネット構築プロジェクトの進捗状況
� （決済機構局、システム情報局）

●情報セキュリティに関する最近の状況と本行の取り組み
� （総務人事局、システム情報局）

　

注 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（12月13日公表）。
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